
平成28年度の主要な計数目標

　当行は、平成26年4月から平成29年3月を計画期間とする中期経営計画「ベスト・パートナーズ・プラン」において、
「地域とお客さまの未来に貢献する金融サービス集団」をめざすべき姿に掲げ、「リテール取引の徹底推進」及び
「市場運用力の強化」の2つの基本戦略に重点的に取り組んでおります。
　中長期的な将来においても、地域に根ざした金融機関として皆さまのお役に立つ存在であり続けられるよう、地
域経済の活性化に積極的に貢献し、更なる価値創造につとめてまいります。

基本方針及び計画体系図

ベスト・パートナーズ・プラン
中期経営計画 計画期間：平成26年4月から平成29年3月まで（3年間）

チャネル・プロセス変革 リスクモニタリング 人材育成

Ⅲ. 組織力・人材力の強化
IT戦略事務プロセス改革人材力の強化

リスク管理 コンプライアンス

行動指針 お客さまファーストの徹底

目指すべき姿 地域とお客さまの未来に貢献する金融サービス集団

Ⅰ. リテール取引の徹底推進 Ⅱ. 市場運用力の強化

お客さま接点の拡大 営業の質的向上

● コンサルティング営業の深化
●  地域戦略の明確化

法人営業戦略

● リレーションの拡大
● ライフプランニング機能の強化

個人営業戦略

お客さまそれぞれのパートナー

機動運用の活発化

最適ポートフォリオの構築

積極的なリスクテイク

分散投資による
ポートフォリオ運営

指　標

収益性

効率性

健全性

実質業務純益

ROE

連結自己資本比率

貸出金残高

総預金残高

180億円以上

3.5%程度

9.0%程度

3兆円程度

4兆円以上
規　模

最終年度目標

※実質業務純益 ＝ 業務粗利益 － 経費
※ＲＯＥ（当期純利益ベース）＝当期純利益 ÷（（期首資本の部+期末資本の部）÷2）
※連結自己資本比率は、経過措置を考慮したバーゼルⅢベースの連結コア資本比率

当行では経営理念の実現に向けて、公正かつ迅速・果断な意思決定プロセスを有効に機能させるべく、取締役会
を中心としたコーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。
取締役会は、社外取締役の複数名選任により、社外の視点で監督する機能を備えて、経営を監督するほか、監査
役会設置会社として、監査役及び監査役会は、取締役会から独立して客観的かつ中立的な立場で経営を監視するこ
とで経営に対する監督の実効性を確保しております。
ガバナンス強化は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に不可欠との認識のもと、平成27年度は、社外
役員を中心とした取締役会の諮問機関（「ガバナンス協議会」＊1）を設置し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実
現するための行動指針（「コーポレートガバナンス・ガイドライン」）を制定いたしました。また、海外投資家向けＩＲを
開催するなど情報開示の充実等も図りました。
引き続き、健全な経営判断に必要な体制構築、及び株主をはじめとするステークホルダーとの対話や情報開示等

に取り組んでまいります。
＊1　委員の過半数を社外取締役及び社外監査役で構成する諮問機関であり、取締役及び監査役の指名、取締役の報酬等、及びその他経営上の重要な事項に関する協議を

行い、必要に応じて取締役会に対して助言等を行っております。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス体制の概要
取締役会は、社外取締役2名を含む取締役10名で構成し、原則月1回開催するほか、必要に応じて随時開催し、法
令または定款で定められた事項のほか、経営に関する重要事項について決議するとともに、取締役及び執行役員の
職務執行を監督しております。

監査役会は、公正かつ高い専門性を有する社外監査役3名を含む監査役5名で構成されており、監査体制の独立
性と中立性を確保しております。各監査役は、監査方針等に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、
意見陳述を行うなど、経営に対する監督・監査を適切に実施しております。

業務の健全性及び適切性の維持・向上の観点から、独立部署である監査部が内部監査部門として、資産・リスク監
査を実施するとともに、本部・営業店及び子会社等の業務運営状況を内部監査し、その結果を取締役会等へ報告して
おります。

当行の会計監査人は新日本有限責任監査法人です。監査人として独立した立場から適正な監査を実施しており
ます。

経営執行会議は、取締役頭取、専務執行役員及び常務執行役員で構成し、業務執行に係る重要な事項の協議決定
機関として、定期的または随時開催しております。また、「収益管理委員会」、「コンプライアンス委員会」及び「リスク
管理委員会」を設置し、より専門的な事項について協議決定を行う体制としております。

経営に関する意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入し、取締役会で選任され
た執行役員（平成28年7月1日現在、23名、うち取締役兼務7名）が業務執行にあたることで、機動的な意思決定とス
ピード感のある企業経営をめざしております。

取締役会

経営執行会議

執行役員制度

監査役（会）

監査部

会計監査人

［コーポレート・ガバナンス体制図］
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